
令和 2年 7 月 27 日 

保護者の皆様へ 

大阪市立三稜中学校 

校長  長 吉 紀 郎 

 

新型コロナウイルス感染防止について(お願い) 

 

猛暑の候、皆様にはますますご健勝のこととお喜び申しあげます。 

さて、皆様には日々の健康管理へのご留意ご協力をいただいているところですが、依然感染拡

大の情報に不安の募る日々でございます。大阪市でも児童や教職員の感染により休校措置とな

る事例が出てきています。例年に比べ短期の夏季休業が近づいていますが、以下の学校での感

染防止対策に引き続きご支援を賜りますようお願いいたします。 

 

記 

 

１， 引き続き、日々の検温ならびに健康観察の記録をお願いいたします。 

 

２， 安全を最優先に考え、次の判断の基準に基づき、原則として出席停止とします。 

その場合は、医療機関の受診と学校連絡を必ずお願いします。 

 

【出席停止等の判断について】  以下の場合は必ず学校に連絡してください。 

（１）生徒本人の感染が判明または濃厚接触者と認定された場合 

（２）同居家族が、濃厚接触者と認定等により、PCR 検査を受検することとなった場合 

（３）生徒本人に発熱等かぜ症状が見られる場合 

「発熱等かぜ症状」とは、微熱（普段の体温より高い状態）・発熱（体温が 37.5 度前後より

高い状態）以外に咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、匂い味がしない、

頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐等、平常と異なる体調全般を指す。 

 

※ 医療機関を受診できなかった場合 

…解熱剤など服用せず快癒すれば、原則その翌々日まで出席停止。 

 

（４）生徒の複数の同居家族に発熱等かぜ症状が見られる場合 

※ 複数の同居家族に、発熱等かぜ症状が見られる場合、PCR 検査を受けることが決まる

前でも、学校医等と相談のうえ、「（３）生徒本人に発熱等かぜ症状が見られる場合」と

同様の取扱いとする場合があります。 


